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掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く）

６
月
の
相
談
日

ところ・問合先と　き相談名

広報秘書課広聴係（市役所第二
庁舎１階☎０４２－３８７－９８１８）

月曜～金曜日
（市役所執務時間内）市 民 相 談

渇ところ＝市民相談室

渇予約が必要です。

渇法律相談、交通事故相談、外
国人相談は、５月１６日から、
直接または電話で受け付け。
　法律相談は各日とも６人

渇その他の相談は、相談日の当
日午前９時～正午に、直接ま
たは電話で受け付け

渇広報秘書課広聴係（☎０４２－
３８７－９８１８）へ予約してくだ
さい。

６月２０日　June　２０
午前１０時～正午
１０：００am－１２：００am

 外  国  人  相  談 
がい こく じん そう だん

（English）

午前９時
～正午

６月１・６・８・１３・１５・
２０・２２・２７・２９日法 律 相 談

い
ず
れ
も
午
後
１
時　

分
か
ら

３０

６月１４・２８日税 務 相 談

６月１９日人 権 ・
身 の 上 相 談

６月７日建築・登記・
表示登記相談

６月１５日行 政 相 談

６月２１日相続等暮らしの
書類作成相談

６月１３日交通事故相談

渇ところ＝市民相談室
渇企画政策課男女共同参画室
（☎０４２－３８７－９８５３）へ予約し
てください。

６月１・２・９・１６・２３・２９・３０日
午後１時３０分～４時３０分
※保育あり（１歳以上の未就学児。１
か月前までに要事前申込）

女性総合相談
（夫婦・家族・
人 間 関 係 ）

子育て支援課（市役所第二庁舎
３階☎０４２－３８７－９８３６）

月曜～金曜日
（市役所執務時間内）

母子（ひとり
親）・女性相談

教育相談所（本町６－５－３シ
ャトー小金井別館３階☎０４２－
３８４－２５０８）

月曜～土曜日
午前９時～午後４時３０分教 育 相 談

経済課（市役所第二庁舎４階☎
０４２－３８４－４９９９）

月曜～金曜日
午前９時３０分～午後４時
（正午～午後１時を除く）

消費生活相談

労働相談情報センター国分寺事
務所（国分寺市南町３－２２－１０
☎０４２－３２１－６１１０）

月曜～金曜日
午前９時～午後５時労 働 相 談

ところ・問合先と　き相談名

渇小金井きた地域包括支援センター
（桜町１－９－５☎０４２－３８８－２４４０）

渇小金井みなみ地域包括支援センター
（前原町５－３－２４☎０４２－３８８－８４００）

渇小金井ひがし地域包括支援センター
（中町２－１５－２５☎０４２－３８６－６５１４）

渇小金井にし地域包括支援センター
（貫井北町２－５－５☎０４２－３８６－７３７３）

月曜～土曜日
午前９時～午後５時３０分

高 齢 者 介 護
相 談

火曜日＝小金井ひがし地域包括支
援センター
第２木曜日＝小金井みなみ地域包
括支援センター
第４木曜日＝小金井きた地域包括
支援センター
いずれも午後１時３０分～４時３０分
※電話で各地域包括支援センター
へ予約してください。

高 齢 者 向 け
住宅改修相談

まちづくり推進課住宅係
（市役所第二庁舎５階☎０４２－３８７－９８６１）
へ１週間前までに予約してください。

第２木曜日
午後１時３０分～４時３０分

木 造 住 宅
耐 震 相 談

シルバー人材センター
（貫井北町１－８－２１☎０４２－３８３－６１４１）

第１・第２木曜日（祝日を除く）
午前１０時～正午
（午前１０時までに来所の方）

シルバー人材
セ ン タ ー
入 会 相 談

福祉オンブズマン事務局
（市役所第二庁舎８階８０２会議室☎ ＝０４２
－３８３－１２２５）へ予約してください。

FAX水曜日
午後１時～５時

福祉サービス
苦 情 ・ 相 談

渇ところ＝東小金井事業創造センター
（梶野町１－２－３６）
渇同センターホームページ
（http://ko-to.info/）申込フォームまた
は電話（☎０４２２－３１－２０４０）で予約してく
ださい。

月曜～金曜日
午前１０時～午後６時創 業 相 談

自立相談サポートセンター
（本町５－３６－１７☎０４２－３８６－０２９５）

月曜～金曜日
午前８時３０分～午後５時

生 活 困 窮 者 
自 立 相 談

渇ボランティア・市民活動センター
（本町５－３６－１７☎０４２－３８７－００１１）
渇予約制（１日２組まで）

第４火曜日
午前１０時３０分～午後１時

ひ き こ も り
相 談

　

賃
貸
住
宅
退
去
時
の 

ト
ラ
ブ
ル

　

春
は
引
っ
越
し
の
シ
ー
ズ
ン

で
す
が
、
賃
貸
住
宅
の
退
去
時

に
は
原
状
回
復
費
用
に
つ
い
て

ト
ラ
ブ
ル
が
多
発
し
ま
す
。

事
例

　

他
県
か
ら
当
地
に
引
っ
越
し

て
き
た
。
前
に
住
ん
で
い
た
賃

貸
ア
パ
ー
ト
を
退
去
し
た
後
、

原
状
回
復
費
用
の
請
求
書
が
届

い
た
。
内
訳
を
見
る
と
、
さ
ほ

ど
使
っ
て
い
な
か
っ
た
ガ
ス
コ

ン
ロ
を
交
換
す
る
費
用
や
ハ
ウ

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代
等
、
自
分

が
負
担
す
る
必
要
が
あ
る
の
か

疑
問
に
感
じ
る
も
の
が
多
い
。

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。

ア
ド
バ
イ
ス

　

賃
貸
住
宅
を
退
去
す
る
際
、

入
居
者
は
借
り
て
い
た
部
屋
の

原
状
回
復
義
務
を
負
い
ま
す
。

原
状
回
復
義
務
と
は
、
部
屋
を

入
居
時
の
状
態
に
戻
す
こ
と
で

は
な
く
、
故
意
や
不
注
意
に
よ

り
部
屋
を
汚
損
、
破
損
し
た
場

合
に
、
こ
れ
を
修
繕
す
る
義
務

の
こ
と
で
す
。
部
屋
は
普
通
に

生
活
し
て
い
て
も
多
少
の
劣
化

や
傷
み
は
生
じ
ま
す
。
こ
れ
ら

は
自
然
損
耗
と
さ
れ
、
原
状
回

復
義
務
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　

よ
っ
て
、ご
相
談
の
よ
う
な
、

「
ほ
と
ん
ど
使
っ
て
い
な
い
ガ

ス
コ
ン
ロ
を
新
し
く
す
る
費

用
」
を
負
担
す
る
義
務
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
通
常
の
掃
除

を
定
期
的
に
行
っ
て
い
た
の
で

あ
れ
ば
、
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
費
用
は
家
主
が
負
担
す
べ
き

も
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
に
つ
い
て
は
、
契
約
書
に

入
居
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
と

し
て
明
記
さ
れ
て
お
り
、
口
頭

で
の
説
明
が
な
さ
れ
た
場
合

は
、
入
居
者
が
費
用
を
負
担
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

相
談
者
に
は
以
上
を
説
明

し
、
請
求
さ
れ
て
い
る
項
目
の

中
で
納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
を

手
紙
に
書
い
て
、
家
主
に
申
し

入
れ
る
よ
う
助
言
し
ま
し
た
。

後
日
相
談
者
よ
り
、
「
家
主
よ

り
改
め
て
請
求
書
が
届
き
、
こ

ち
ら
が
指
摘
し
た
項
目
に
つ
い

て
は
請
求
が
取
り
下
げ
ら
れ

た
」
と
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
を
避

け
る
た
め
に
、
契
約
時
に
は
契

約
書
を
よ
く
確
認
し
、
加
え
て

説
明
を
受
け
て
、
退
去
時
に
ど

の
よ
う
な
負
担
が
生
じ
る
の
か

確
認
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
不

動
産
業
者
に
説
明
を
求
め
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
退
去
時
に

は
、
管
理
会
社
や
家
主
の
立
ち

会
い
の
も
と
、
部
屋
の
状
態
を

確
認
し
、
破
損
や
汚
損
が
あ
っ

た
場
合
は
、
修
繕
費
用
は
ど
ち

ら
が
ど
の
程
度
負
担
す
る
の

か
、
先
に
説
明
し
た
原
状
回
復

義
務
の
範
囲
を
参
考
に
し
て
話

し
合
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

話
し
合
い
が
難
航
し
た
り
、

判
断
に
困
っ
た
と
き
は
、
一
人

で
悩
ま
ず
に
消
費
生
活
相
談
室

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

消
費
生
活
相
談
室

☎
042―

384―

４
９
９
９

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
１
８
８

い
や
や

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ

る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
低

所
得
の
方
に
対
し
て
、
臨
時
福

祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）
を

支
給
し
ま
す
。

　

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
が

あ
る
方
に
は
、
５
月
初
旬
に
申

請
書
等
を
送
付
し
ま
し
た
の

で
、
申
請
期
間
内
に
同
封
の
返

信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ

い
。

　

申
請
期
間
中
は
、
前
原
暫
定

集
会
施
設
１
階
で
も
受
け
付
け

ま
す
。（
正
午
～
午
後
１
時
、
毎

月
第
４
月
曜
・
土
曜
・
日
曜
・

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

※
申
請
開
始
当
初
の
窓
口
は
大

変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
な
る
べ

く
郵
送
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い

 

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▽
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、

２８

小
金
井
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

登
録
さ
れ
て
い
る
方

▽
平
成　

年
度
の
市
民
税
（
均

２８

等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い

方
ま
た
は
市
の
条
例
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
市
民
税
を
免
除

さ
れ
た
方
（
市
民
税
を
課
税
さ

れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
等
は

除
く
）
（
下
表
）
▽
生
活
保
護

の
受
給
者
で
は
な
い
方

■
給
付
額
１
人
に
つ
き
１
万
５

千
円

■
申
請
期
限　

月　

日
（
消
印

１０

３１

有
効
）

■
必
要
書
類
▽
申
請
書
▽
本
人

確
認
書
類
の
写
し
（
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
等
）
▽
振
込
口
座

の
通
帳
の
写
し
（
小
金
井
市
で

対

初
め
て
申
請
す
る
方
の
み
）

【
振
り
込
め
詐
欺
や
個
人
情
報

の
搾
取
に
ご
注
意
を
】

　

市
の
職
員
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀

行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自

動
預
け
払
い
機
）
の
操
作
を
お

願
い
す
る
こ
と
や
、
手
数
料
の

振
り
込
み
を
お
願
い
す
る
こ

と
、
暗
証
番
号
を
聞
き
取
る
こ

と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

 

市
臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ

イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
儿　

儿
００３

　

）
１９１ 問住民税が課税されない所得等の水準の目安

（公的年金等受給者）（給与所得者）
非課税限度額

（年金収入ベース）区分非課税限度額
（給与収入ベース）区分

１５５万円６５歳以上
単身

１００万円単身
１０５万円６５歳未満１５６万円夫婦
２１１万円６５歳以上

夫婦
２０５.７万円夫婦子１人

１７１.３万円６５歳未満２５５.７万円夫婦子２人

臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給


